
 
 

（支給停止が開始される賃

金と年金の合計額の基準が

28 万円から 47 万円に緩和。

65 歳以上の在職老齢年金と

同じ基準に）。 

 

◆加給年金の支給停止規定

の見直し 

加給年金の加算対象とな

る配偶者が、被保険者期間が

20年（中高齢者等の特例に該

当する方を含む）以上ある老

齢、退職を支給事由とする年

金の受給権を有する場合、そ

の支給の有無にかかわらず

加給年金が支給停止となり

ます（経過措置あり）。 

 

◆在職定時改定の導入 

現在は、老齢厚生年金の受

給権者が厚生年金の被保険

者となった場合、65歳以降の

被保険者期間は資格喪失時

（退職時・70歳到達時）にの

み年金額が改定されますが、

在職中の 65歳以上 70歳未満

の老齢厚生年金受給者につ

いて、年金額が毎年１回定時

に改定が行われるようにな

ります。 

 

◆国民年金手帳から基礎年

金番号通知書への切替え 

国民年金制度または被用

者年金制度に初めて加入す

る方には、「基礎年金番号通

知書」が発行されることにな

ります。既に年金手帳を所持

している方には「基礎年金番

号通知書」は発行されませ

ん。 

施行目前！ 個人情報保

護法改正で確認しておく

べきこととは？ 

 
◆コンピューターウイルス

Emotet（エモテット）の感

染被害拡大中 

 現在、取引先等を装って

メールを送り付け、添付フ

ァイルを開くと感染するコ

ンピューターウイルス

Emotet の感染被害が拡大し

ています。 

 特徴は、メールの受信者

が過去にメールのやり取り

をしたことのある、実在の

相手の氏名、メールアドレ

ス、メール内容等の一部が

流用されたりして偽メール

と気付きにくい点です。 

 独立行政法人情報処理推

進機構によれば、Emotet に

感染した組織から窃取され

た、正規のメール文面やメ

ールアドレス等の情報が使

われていると考えられると

いうことです。 

 

◆改正個人情報保護法で個

人情報漏洩等が発生した場

合の報告が義務化 

 令和４年４月施行の改正個

人情報保護法では、実際に被

害が発生していなくても、個

人情報漏洩等が発生した場合

の個人情報保護委員会への報

告が義務化されます。上記偽

メールの被害に遭った企業で

は、氏名やメールアドレスな

どが外部に流出したケースも

確認されています。 

こうした万が一に備えるた

め、個人情報保護委員会では

漏洩等報告の手順の整備を呼

びかけています。 

 

◆安全管理のために講じた措

置の公表等も義務化 

 また、どのような安全管理

措置が講じられているか、本

人が把握できるようにする観

点から、安全管理措置の公表

等が原則義務化されるほか、

本人の開示請求の要件が緩和

されます。保有個人データを

棚卸しし、開示請求に備えて

おく必要があります。 

 さらに、外国にある第三者

に個人データを提供する場合

の情報提供等も改正されます

ので、自社の対策に漏れがな

いか、確認しておきましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

要です。その際は、①顧客等

の要求内容に妥当性はある

か、②要求を実現するための

手段・態様が社会通念に照ら

して相当な範囲か、という観

点が有用です。 

 

◆何から始める？ 

 厚生労働省から示されて

いるカスハラ対策の基本的

な枠組みは、以下の通りで

す。 

【事前の準備】 

① 事業主の基本方針・基本

姿勢の明確化、従業員への

周知・啓発 

② 従業員（被害者）のため

の相談対応体制の整備 

③ 対応方法、手順の策定 

④ 社内対応ルールの従業

員等への教育・研修 

【実際に起こったら】 

⑤ 事実関係の正確な確認

と事案への対応 

⑥ 従業員への配慮の措置 

⑦ 再発防止のための取組

み 

⑧ その他の措置 

 自社でどのような事例が

起こり得るか、現場を含めて

検討し、社内でしっかり準備

しておきましょう。  

 

 

令和４年４月からの年金

制度 
 

年金制度改正法（令和２年

法律第 40 号）等の施行によ

り、年金制度の一部が改正さ

れます。４月からどのように

変わるのか見ていきます。 

 

◆繰下げ受給の上限年齢引

上げ 

老齢年金の繰下げ年齢の

上限が 75 歳に引き上げられ

ます（現在の上限は 70歳）。

また、65歳に達した日後に受

給権を取得した場合につい

ても、繰下げの上限が 10 年

に引き上げられます（現在は

５年）。 

 

◆繰上げ受給の減額率の見

直し 

年金の繰上げ受給をした

場合の減額率が、１月あたり

0.4％に変更されます（現在

は 0.5％）。 

 

◆在職老齢年金制度の見直

し 

60歳から 64歳に支給され

る特別支給の老齢厚生年金

を対象とした在職老齢年金

制度について、支給停止とな

らない範囲が拡大されます

企業で取り組むカスハラ

対策 

 

◆カスタマーハラスメント

とは？ 

 カスタマーハラスメント

（以下、カスハラ）とは、顧

客等からの暴行、脅迫、ひど

い暴言、不当な要求等の著し

い迷惑行為を指します。令和

２年１月に「事業主が職場に

おける優越的な関係を背景

とした言動に起因する問題

に関して雇用管理上講ずべ

き措置等についての指針」が

策定され、カスハラに関し

て、事業主は、相談に応じ、

適切に対応するための体制

の整備や被害者への配慮の

取組みを行うことが望まし

いこと、また、被害を防止す

るための取組みを行うこと

が有効であること等が定め

られました。 

 

◆判断基準は企業内で統一 

 「これってカスハラ？」と

従業員が思ったときに、判断

基準が曖昧では、対応に遅れ

が出てしまいます。各企業

で、あらかじめ判断基準を明

確にしたうえで、企業内の考

え方、対応方針を統一して現

場と共有しておくことが重
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